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保健だより 

日本スポーツ振興センターの 

災害共済給付について 

 

 

 

学校管理下（授業中、休み時間中、部活中、登下校

中）で災害（負傷、疾病、傷害又は死亡）が発生した

場合には、その治療費（保険診療範囲内）や見舞金の

給付が行われます。 

給付条件 ： 治療終了までの医療費（窓口での支払

い）が１５００円以上の時。                   

※福祉医療券は使用しないでください。   

 

  ゴールデンウィークも終わりました。 

5月 8日から新型コロナの扱いが変わるため、 

玄関で行っていた健康チェックがなくなります。 

今後は SHRで確認します。 

 

◎ ５月 ９日（火） １９：１５頃～    歯科検診（全学年） 

◎ ５月１０日（水） ＳＨＲ終了後～  眼科検診（全学年） 

◎ ５月１７日（水） １８：２５頃～    耳鼻科検診（全学年） 

 

 

 

災害共済給付の請求手順について                                               

① 定時制職員室 川島の所まで書類を取りに

来てください。                     

② 本人、または保護者が医療機関に書類を

提出し、書類ができたら職員室に提出して

ください。 

③ 書類をもとに申請手続きを行います。申請

が通ると数ヶ月後に給付金がおります。 

 

ケガすることなく学校生活を送ることが 

一番ですが、万一ケガをしてしまった場合は、

職員室まで来てください。 

 

 

部活中に 

ケガした！ 

 

 

 

  

 

 
 

 


